
電子カルテの運用と事例



カルテ記載について
一般的に遵守すべき、とされている事柄とは



はじめに

Keyword

• 患者様と医療従事者が共同して疾患を克服する

• インフォームドコンセントの理念（説明と同意）

• 患者様と医療従事者が情報を共有する

• 患者様やご家族に伝わる診療録の内容（情報開示）



診療録 医師法

［診療録の記載及び保存］

第24条 医師は、診療をした時は、遅滞なく診療に関する事項を診療録に
記載しなければならない。

２ 前項の診療録であって、病院又は診療所に勤務する医師のした診療に
関するものは、その病院又は診療所の管理者において、その他の診療に関
するものは、その医師において、５年間これを保存しなければならない



診療録 医師法施行規則

［診療録の記載事項］

第23条 診療録の記載事項は、左の通りである。

一 診療を受けた者の住所、氏名、性別及び年齢

二 病名及び主要症状

三 治療方針（処方及び処置）

四 診療の年月日



診療録 療養担当規則

［診療録の記載及び整備、診療録の記載］

第8条 保険医療機関は、第22条の規定による診療録に療養の給付の担当
に関し必要な事項を記載し、これを他の診療録と区別して整備しなければ
ならない。

第22条 保険医は、患者の診療を行った場合には、遅滞なく、様式第１号
又はこれに準ずる様式の診療録に、当該診療に関し必要な事項を記載しな
ければならない。



看護等の記録 医療法

［病院の法定人員及び施設等、罰則の委任］

第21条 病院は、厚生労働省令の定めるところにより、次の掲げる人員及
び施設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならない（後段省略）。

十四 診療に関する諸記録



看護等の記録 医療法施行規則

［病院の施設等の基準］

第20条 法第21条第1項第2号から第6号まで、第8号から第11号まで、第
13号、第14号及び第16号の規定による施設及び記録は次の各号による。

十一 診療に関する諸記録は、過去2年間の病院日誌、各科診療日誌、
処方箋、手術記録、検査所見記録、エックス線写真並びに入院患者及び外
来患者の数を明らかにする帳簿とする。



看護等の記録 療養担当規則

［帳簿等の保存］

第9条 保険医療機関は、療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他
の記録をその完結の日から3年間保存しなければならない。ただし、患者
の診療録にあっては、その完結の日から5年間とする。



看護等の記録 通知文書－１

【基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いついて】
平成18年3月6日保医発第0306002号

別添２ 入院基本料等の施設基準等

４ 入院患者の数及び看護要員の数等については下記のとおりとする。

（６）看護の実施は、次の点に留意する

エ 看護に関する記録としては、看護体制の１単位ごとに別紙３に掲げる
記録がなされている必要がある。なお、これらの記録の様式・名称等は各
病院が適当とする方法で差し支えないが、記録の作成に際しては、重複を
避け簡潔明瞭を旨とすること。



看護等の記録 通知文書－２

別紙３ 入院基本料に係る看護記録
入院基本料の届出を行った病棟においては、看護体制の１単位ごとに次

に掲げる記録がなされている必要がある。ただし、その様式、名称等は各
保険医療機関が適当とする方法で差し支えない。

１ 患者の個人記録
（１）経過記録
個々の患者について観察した事項及び実施した看護の内容等を看護要員が
記録するもの。
ただし、病状安定期においては診療の温度表等の余白にその要点を記録す
る程度でもよい。

（２）看護計画に関する記録
個々の患者について、計画的に適切な看護行うため、看護の目標、具体的
な看護の方法及び評価等を記録するもの。
（以下略）



診療録の書き方
公的病院のマニュアルを参考に



記載の原則

診療の都度記載する

① 記載がない場合は、診療を行わなかったものみなされる。入院患者に
ついても、毎日記載すること。

② 診療録等の記載は、インク又はボールペンを用い、鉛筆による記載は
行わない。ただし、図示などのための色鉛筆やゴム印の使用は可とす
る。

③ 日付は忘れずに、正確に記載する。(日付は年/月/日の順に記載する)
④ 行間を空けたり、行の末尾に文字を詰め込むようなことはしない。
⑤ 第三者も読みやすいように丁寧に記載する。

→外国語は出来る限り使用せず、病名や人名に限定する
→あいまいな言葉は使用しない

⑥ 医学用語は学会用語集に、略語は医学辞典に準拠して用いる。
→不正確な略語、意味不明な造語、仲間内だけの隠語は使用しない



記載上の留意事項－１

診療録等は、医師等の私的なメモでないことを十分認識し、事実を正確か
つ客観的に記載する。

診療録は医師等のメモではなく診療計画と医学的判断の根拠となるもので
あり、自らの診療内容の点検、チーム医療の推進や情報開示、診療報酬請
求の根拠となるなど、あらゆる事項の基本となるものであることを意識し
てください。



記載上の留意事項－２

（再掲）

医師法施行規則第23条で規定する、記載義務のある事項は次の通りであり、
遅滞・遺漏なく記載しなければならない。

• 診療を受けたものの住所、氏名、性別及び年齢

• 病名及び主要症状

• 治療方法（処方及び処置）

• 診療の年月日



記載上の留意事項－３

症状・初見・治療計画などは、簡潔で明瞭に記載する。

• 記載者以外の人が見ても診療内容が妥当であると納得できるような記
載を心がける。このため、できるだけPOSに沿って記載する。

• 患者の訴えや不満は内容を正確に記載し、記載者の主観を混じえない。
また、訴えなどに対する対応についても記載する。

• 他の医療スタッフからアドバイスがあれば、その内容と対応を記載す
る。

• 以前の記載と矛盾が生じた場合は、その理由を明らかにする。



記載上の留意事項－４

患者や家族に対する説明内容は正確に記載する。

• 説明者、説明日時、相手方及び同席者、説明内容、質問と回答等は必
ず記載しておく。また、電話での対応についても同様に記載する。

• 説明書を用いた場合は、説明者と同意書を診療録に添付する。



記載上の留意事項－５

診療録等は公的な記録であり、開示請求の対象である。

• 患者のプライバシーに関することで、臨床的に必要でないものは記載
しない。

• 臨床的に必要でない患者の性格や態度についての意見は記載しない。

• 他の医療スタッフとのトラブルや他のスタッフに対する非難や批判は
記載しない。

• 自分の診療不備を他人に転嫁するような記載はしない。



記載上の留意事項－６

• 事故発生時には、患者の状態や実施した処置の内容等の記録が極めて
重要となる。

• 正確な事実を時系列で記載し、後に、事実経過の検証と問題点の解決
が容易に行えるようにする。

• 推測や自己弁護的な記載は行わない。



診療録は診療報酬請求の根拠

• 診療報酬請求にあたり、その算定要件とされている事項を必ず記載す
る。

• 指導料や管理料を算定した場合に、その旨の記載がないと算定要件を
欠くものとして診療報酬の返還を求められる場合があります。
（指導用、管理用に限らず…）



事例紹介
弊社ユーザー様のカスタマイズ項目をご紹介します



項目検索
カルテ記事に「見出し」をつけ、「見出し」毎の表示が行えます



記事に見出しをつけます



項目検索の実例



褥瘡アセスメント
転倒転落アセスメント
患者様別に登録した帳票、画面を一元管理



褥瘡診療計画書

履歴表示



褥瘡アセスメント一覧



転倒転落アセスメント

履歴表示



転倒転落アセスメント一覧



“新”評価チャート
カンファレンス

～リハビリテーション総合実施計画書

～退院時サマリ



作成履歴の管理

入院／外来にかかわらず
全ての記録を残します



共有：チームの共通認識



Dr.



ADL



リハ①



リハ③



リハ④



MSW



管理栄養士



薬剤師



サマリ



リハ実施計画書



退院時サマリ



制度の見込み
…回復期退院後

医療と介護の連携に関する意見交換 より抜粋



リハビリテーション－１

急性期や回復期のリハビリテーションにおいて、目標設定支援の視点に基
づくリハビリテーションをより一層推進することについて

• 急性期・回復期・維持期・生活期というリハビリテーションの流れを
考えると、急性期の時から、生活上の目標設定の視点に基づくリハビ
リテーションを進めることが重要。

• 患者が自宅に帰った後までを想定した目標設定をするためには、急性
期のリハビリテーションを担っている病院における多職種カンファレ
ンスが重要。



リハビリテーション－２

疾患別リハビリテーションの維持期における介護保険への円滑な移行を含
め、医療と介護との間で切れ目のない継続的なリハビリテーションを効果
的に提供することについて

• 介護保険に移行できる人はできるだけ移行するとともに医療保険での
リハビリテーションが必要な人は引き続き残れるよう、標準的算定日
数を超過して医療保険の疾患別リハビリテーションを受けている要介
護被保険者の状態を明らかにする必要がある。

• ※ 10年近く維持期のリハビリテーションの介護への移行が延期され
ているが、次回改定は医療と介護の同時改定であり、円滑に介護保険
に移行するための絶好の機会。

• 医療保険から介護保険に紹介がある場合、FIMデータばかりで活動と参
加に関するデータがないのが現状。情報共有の際、身体能力等につい
て共通した項目があったほうがいいが、まずは活動と参加の状況につ
いて、医療と介護の共通の項目を作るべき



リハビリテーション－３

医療と介護の連携・移行をより効率的に推進する観点から、リハビリテー
ションにおける実施計画書等の在り方について

• 施設基準や要件のさらなる緩和やリハビリテーションにおける実施計
画書等の共通化による情報共有等、非効率な運用を改善する必要があ
る。

• 医療と介護のリハビリテーションにおける実施計画書等は、互換性を
持たせて、情報の引き継ぎが円滑にいくように検討していくべき。



関係者・関係機関の調整・連携－１

患者・利用者に対して、その病状や介護の状態に応じて、真に必要な医療
や介護サービスを適時適切に提供する観点から、医療・介護の関係者・関
係機関間の円滑な情報提供・共有、相互の理解といった連携の在り方につ
いて

• １人の患者、利用者に対して、必要な医療、介護サービスが同時に過
不足なく提供されることが必要で、かかりつけ医と介護支援専門員の
連携を中心に、全ての関係者、関係機関が情報を共有して連携できる
ようにするべき。

• ケアプランの変更について、共同アセスメントの効果や情報交換体制
を行うとともに、現状に応じたプラン変更ができるような、柔軟な対
応ができるようにする必要がある。



関係者・関係機関の調整・連携－２

• 今後、複雑なニーズを持って在宅で過ごす人が増えると、今後の変化
を予測した上でサービスを提供しなければならないため、ケアプラン
の作成や変更時に、医療的な視点が入れるような組立てが重要になる。

• ケアプランをつくる上で介護支援専門員がどのような情報提供を望ん
でいるのか、効率的かつ適時・適切な情報共有というものが必要であ
り、議論すべき。

• 医療機関の都合に合わせた日程調整が必要ということは、介護支援専
門員にとっては負担だが、医療のスピードに合わせることはやむを得
ない。今後、ICT等を活用したスムーズな情報提供等も検討する必要が
ある。



関係者・関係機関の調整・連携－３

• 複数の職種が一同に会することが困難な状況では、退院時カンファレ
ンスと併せ、同一の職種間、例えば薬剤師であれば病院薬剤師が退院
時薬剤情報管理指導等の仕組みを利用して、地域の薬剤師と効率的に
薬学的な情報共有を図る体制整備が必要。

• 情報共有は重要であるが、療養の場による情報の優先度から、情報の
中身も洗練すべき。介護支援専門員からの情報提供のニーズは高いが、
提供された情報を本当に使っているのかということも、検討すべき。

• 歯科診療所から歯科医師、歯科衛生士が訪問して介護サービスを提供
することとなるため、他の職種が理解しにくい部分もあるため、歯科
について、必要性は理解されても、実際にサービスを提供するまでに
は結びつかない。介護支援専門員の果たす役割は大きく、口腔健康管
理に対する理解を期待。今後、理解を深めるためにも研修が必要。



関係者・関係機関の調整・連携－４

• 介護施設へ歯科の訪問診療が増えているが、その内容は診療が中心で
定期的なカンファレンスへの参加や摂食機能療法の実施は少なく、摂
食機能療法の実施と定期的なカンファレンスへの参加を望む施設側の
希望との乖離があり、これについて、協力歯科医療機関の役割の明確
も含め、検討が必要。



 医療法人社団輝生会 初台リハビリテーション病院 様 （東京都） フルシステム＋介護

在宅総合ケアセンター元浅草 様 （東京都） フルシステム＋介護

在宅総合ケアセンター成城 様 （東京都） フルシステム＋介護

船橋市立リハビリテーション病院様（千葉県） フルシステム＋介護

船橋市リハビリセンター 様 （千葉県） フルシステム＋介護

 医療法人社団三光会 誠愛リハビリテーション病院 様 （福岡県） フルシステム＋介護（老健あり）

 医療法人珪山会 鵜飼リハビリテーション病院 様 （愛知県） フルシステム

 医療法人社団恵仁会 366リハビリテーション病院 様 （東京都） フルシステム

 特定医療法人三和会 永山病院 様 （大阪府） リハ部門（他社電子カルテ連携）

 一般社団法人是真会 長崎リハビリテーション病院 様 （長崎県） フルシステム＋介護

 医療法人社団総生会 麻生総合病院 様 （神奈川県） リハ部門（他社電子カルテ連携）

麻生リハビリ総合病院 様 （神奈川県） リハ部門（他社電子カルテ連携）

 医療法人明和会 中通リハビリテーション病院 様 （秋田県） リハ部門

 医療法人アルペン会 アルペンリハビリテーション病院様（富山県） フルシステム

 医療法人東光会 戸田中央リハビリテーション病院様（埼玉県） フルシステム

戸田中央リハクリニック 様 （埼玉県） フルシステム 介護

 医療法人仁医会 あいちリハビリテーション病院 様（愛知県） フルシステム

 医療法人陽心会 大道中央病院 様 （沖縄県） リハ部門（他社電子カルテ連携）

 香川医療生活協同組合 高松協同病院 様 （香川県） フルシステム

 社会福祉法人農協共済 別府リハビリテーションセンター様（大分県） フルシステム

 社会福祉法人こうほうえん 錦海リハビリテーション病院 様 （鳥取県） フルシステム＋介護

 医療法人東樹会 あずまリハビリテーション病院 様（愛知県） フルシステム

 医療法人社団筑波記念会 筑波記念病院 様 （茨城県） リハ部門（他社電子カルテ連携）

 医療法人康人会 適寿リハビリテーション病院 様 （兵庫県） フルシステム

 一般財団法人操風会 岡山リハビリテーション病院 様 （岡山県） フルシステム

 医療法人愛の会 光風園病院 様 （山口県） フルシステム

 医療法人社団健育会 竹川病院 様 （東京都） フルシステム

 医療法人喬成会 花川病院 様 （北海道） フルシステム

 医療法人社団健育会 ねりま健育会病院 様 （東京都） フルシステム

リハビリテーション支援システム 導入実績

55



ご清聴ありがとうございました。


